
平成２９年度 第１回 倉敷市環境審議会 

 

日時 平成２９年６月２９日（木）１４:００～                                  

場所 倉敷市水道局３階 大会議室 

 

１ 委嘱辞令交付    

 

 

２ 開会・あいさつ   

 

   

３ 会長・副会長の選出 

 

 

４ 議 事 

（１）倉敷市環境審議会について 

 

 

（２）倉敷市第二次環境基本計画について 

 

 

（３）倉敷市第二次緑の基本計画の進捗状況等について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会 

 



倉敷市環境審議会委員名簿
任期（平成２９年６月１日～平成３１年５月３１日）

氏　名 所属団体等　

池田　満之 中国学園大学准教授

衛藤　靖乃 公募委員

大嶌　茂 倉敷地区労働者福祉協議会副議長

沖　陽子 岡山県立大学理事兼副学長

小野　行弘 倉敷市立自然史博物館長

片岡　博行 医療法人創和会　重井薬用植物園園長

直原　美雪 環境衛生協議会常任理事

島岡　浩恵 倉敷市立自然史博物館友の会

清水　和博 三菱ケミカル株式会社　水島事業所　

白髪　輝夫 岡山県備中県民局環境課長

砂田　幸子 倉敷商工会議所女性会

田口　豊郁 川崎医療福祉大学教授

田中　紀美恵 公募委員

中田　和義 岡山大学大学院准教授

中塚　三与 児島婦人会監査

平本　美知子 倉敷の自然をまもる会

藤井　昭佐 市議会議員

宮野　善盛 倉敷芸術科学大学教授

（五十音順 敬称略）18名



倉敷市環境審議会について 

資料１ 



高度成長期に伴う大気汚染や水質
汚濁などの産業公害問題 
 
 
昭和42年 
「公害対策基本法」で産業公害克服
を 
昭和47年 
「自然環境保全法」で自然環境保全
を 

① 生活排水、ごみ、自動車排ガス
などの都市・生活型の環境問題 

② 地球温暖化、酸性雨など地球規
模での環境問題 

③ 都市化の進行による身近な自然
の減少 

 
 
 
「環境基本法」を制定し、環境保全
に関する施策を総合的かつ計画的
に推進 

個別に対策 

倉敷市環境審議会設置の経緯① 

総合的に対策 

昭和３０年代～ 
 

平成～ 
 

個別に対策を講じるには、限
界があり、一つの施策体系の
もとに総合的な対応が必要 



〇倉敷市の審議会 

「倉敷市公害対策審議会」 

２つの 
審議会 
を統合 

「倉敷市環境審議会」
を設置 

平成１１年６月 

「倉敷市自然環境審議会」 

昭和３９年８月 

昭和４９年３月 

倉敷市環境審議会設置の経緯② 



審議会の所掌事務 

審議会委員（２０名以内） 
【会長】 
【副会長】 
【委員】 
＊Ｈ２９．６現在の構成は、      
学識経験者・有識者６名、住民代表 
９名、 議会代表１名、行政機関２名 

審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査
審議する。 
（１）環境保全に関する基本的事項 
（２）大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動その他の公害を防

止するための具体的な対策に関する重要な事項 
（３）自然環境の保全及び回復に関する重要な事項 

市長 

諮問 

答申 

委員の互選により選出
し、会長が会を総理する。 

倉敷市環境審議会条例により設置 



〇任期：２年間 
 平成２９年６月１日～平成３１年５月３１日 
〇開催頻度：例年２～３回程度 
  （※計画の諮問・答申のある年度を除く） 

委員の任期・開催頻度 

◆倉敷市地球温暖化対策審議会（今年度設置予定）     
◆倉敷市生物多様性審議会（今年度設置予定） 
◆倉敷市廃棄物減量等推進審議会     
◆倉敷市廃棄物処理施設設置専門委員会 
◆倉敷市下水道事業審議会                など 

（参考）環境分野のその他審議会等について 



年度・回数 議  事  共通議事 

【平成２４年度】 
２回開催 

(8・2月) 

・ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例について 
・生物多様性地域戦略の策定状況について  

 
 

・
倉
敷
市
環
境
基
本
計
画
の
進
捗
状
況 

 
 

・
倉
敷
市
緑
の
基
本
計
画
の
進
捗
状
況 

 
 

・
倉
敷
市
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
の
進
捗
状
況 

 
 

・
環
境
白
書
に
つ
い
て
（
毎
年
度
作
成
） 

【平成２５年度】 
３回開催 

(7・9・12月) 

・環境審議会等の説明 
・生物多様性地域戦略の策定状況について  

【平成２６年度】 
３回開催 

(8・11・2月) 
・次期倉敷市緑の基本計画策定の進捗状況について 

【平成２７年度】 
４回開催 

(7・8・11・2月) 
・次期倉敷市緑の基本計画策定の進捗状況について 

【平成２８年度】 
２回開催 

(7・2月) 

・倉敷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び 
（事務事業編）の改定について 

過去の審議状況 



今年度の予定 

・委嘱式、会長・副会長の選出について 
・環境審議会、環境基本計画について（概要） 
・倉敷市緑の基本計進捗状況報告 

・環境基本計画実績報告 
・生物多様性地域戦略実績報告 

・平成２９年度版倉敷の環境白書について 
                         ほか 

６/２９ 

９月～ 
１０月 

１月～ 
２月 



倉敷市第二次環境基本計画 
              について 

資料２ 



倉 敷 市 第 六 次 総 合 計 画 

環境関連分野 

第

二

次

環

境

基

本

計

画 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

景
観
計
画 

緑
の
基
本
計
画 

住
生
活
基
本
計
画 

公
共
交
通
体
系
基
本
計
画 

そ
の
他 

その他の分野 

環境関連分野を含む他分野の各種計画 倉
敷
市
環
境
基
本
条
例 

①総合計画の 
環境分野を担う 

②環境保全に関
する総合的かつ
長期的な目標・
施策の大綱 

 

・倉敷市生物多様性地域戦略 
・生活排水対策推進計画 
・一般廃棄物処理基本計画 
・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）など 

③個別計画や環境関連分野
の施策実施の基本となる 

実施計画 
（予算事業の主なもの） 

◆第二次環境基本計画の位置づけ 



◆ 計画策定の背景 
□倉敷市環境基本条例の制定（平成１１年１２月） 
 倉敷市の環境保全に関する基本理念、市、事業者及び市民の責務を明確化 
 
 
○健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承 
○全ての者の参加のもと、環境の負荷の少ない、持続的に発展する社会の実現 
○地域の環境保全を通じての地球環境保全への貢献 
 

□倉敷市環境基本計画の策定（平成１２年２月） 
 条例に掲げられた基本理念に基づき、本市の環境の保全等に関する施策を総
合的かつ計画的に推進する目的で策定。 
【計画期間：平成１２年２月～平成２３年３月】 
＊平成１９年３月に真備町・船穂町の合併等に伴う計画改定あり 
 

□倉敷市第二次環境基本計画の策定（平成２３年３月） 
 ○新たな課題や情勢の変化に対応 
 ○本市の最上位計画である第六次総合計画を環境面から推進するための計画 
 ○市民委員会を設置し、計画策定段階から市民ニーズ等の反映 
 ○目標値として「めざそう値」を設定し、市民アンケートや実績値で傾向を確認 
    

【環境基本条例 第３条 （基本理念）】 

現行の計画（Ｈ２３年度～Ｈ３２年度、一部～Ｈ３１年度） 



環境基本計画の範囲 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆ 第二次環境基本計画の構成等 

• 地球温暖化対策 
• 省エネルギー 
• 新エネルギー 

• 都市環境 
• 歴史的町並み 
• 伝統文化 
• 都市緑化 

• 大気汚染 
• 水質汚濁 
• 土壌汚染 
• 騒音、振動 
• 悪臭 
• 有害物質 
• 廃棄物 

• 植生・植物 
• 動物 
• 生態系 
• 地形・地質 
• 自然景観 
• 自然との 

 ふれあい 

自然
環境 

生活
環境 

地球
環境 

都市
環境 



実施計画 
（=各個別計画等に基づく 

具体的な取組） 

事
業
２ 

事
業
１ 

事
業
３ 

・・ 

環境と地域の社会・経済
との調和が保たれ、豊か
な自然と魅力的な景観を
有しているまち 

自然環境の保全 

景観づくり 

緑の保全・緑化の推進 

環境と地域経済の調和 

目
標
達
成
へ
の
施
策
の
展
開 

水と空気と大地がきれい
で、安心して暮らせるま
ち 

リデュース、リユース、
リサイクルが徹底され、
循環型社会が形成された
まち 

地球温暖化対策の取組に
より、低炭素社会が形成
されたまち 

市民一人ひとりが、環境
意識を持ち行動するまち 

水環境 
大気環境 
生活環境(環境衛生・化学物質) 

ごみの排出抑制 
廃棄物の適正処理 

温室効果ガス削減 
再生可能エネルギーの導入 

市民全体の学習 
子どもの環境教育 

◆ 第二次環境基本計画の内容 

自
然
と
人
と
が
共
生
し
未
来
に
つ
な
ぐ 

健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境 

望ましい 
環境像 

５つの基本目標 １３の分野別目標 取り組み項目 

分野別目標毎の「めざ
そう値」 

・市民アンケート結果（定
性的評価） 
・実績値(定量的評価) 

めざそう値に対する傾向を把握 

評価 

毎年度見直し 

・望ましい環境像実現のため、５つの基本目標、１３の分野別目標を設定し、各種施策を展開 

・具体的な取組を実施計画として策定し、必要に応じて見直し 

・毎年度、年次報告書として「倉敷の環境白書」を作成し、公表 



【参考】実施計画の具体的な取組項目（例） 
●基本目標１ 環境と地域の社会・経済との調和が保たれ、豊かな自然と魅力的な景観を有しているまち 

◆分野別目標１：多様な自然環境を保全し、自然とのふれあいを促進します。 

主要な施策に基づく主な事業  年度別計画 

施策ＮＯ． 
主要な施策の

内容 
事業の概要 Ｈ２７年度実績 区分 Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 H３１年度 担当課 

No.111 
身近な自
然と水辺
の保存 

●貴重な自然
環境を保全・再
生する 
●私たちが憩
い、安らげる親
水性の高い水
辺空間の保全・
整備を進める 
●公共工事を
実施する際は、
野生動植物の
生息状況に配
慮した工事を行
う 
 

市民環境団体へ
の支援を通じて、
観察会や環境保
全活動を協働で
実施する 

・市民が幅広く参加できる自然観察会、講座等を開催した。 
（総数56件） 
・「自然史博物館友の会」による自然観察会等の開催を 
援助した。 
（友の会主催観察会・講座総数14件）  
 
倉敷市環境学習センターや岡山県、大阪市立自然史博
物館の観察会等の開催を援助した。 

継
続 
 

・自然観察会等の実施 
  

  
  

  
  
  

自然史博物館 
環境政策課 

「ツツジ山再生プロジェクト」 
旧帯江銅山跡地の「ツツジ山」を復活左折活動を通して、
市民の交流を活性化する。 

継
続 

 「ツツジ山再生プロジェクト」 
旧帯江銅山跡地の「ツツジ山」を 
復活させる活動を通して、市民の 
交流を活性化する。 

    市民活動推進課 

  
新
規 

「里山の整備と絶滅が危惧される湿生
の野生生物保護」 

  
 未定 
  

  市民活動推進課 

凡例： 

 
     

「めざそう値」に近く 

   

     

計画策定時より良好 

   

      

「めざそう値」から遠く 



【計画（事業）の実施】  
 

 各個別事業計画に 
 基づく事業の実施 
 

【施策（事業）の実施状況】  

担当課事業実施実績を確認すると
ともに、施策の進捗も把握 

【指標・目標値の達成状況】 

各指標ごとの達成状況を把握するため、市民ア
ンケートを実施 

【進捗状況の把握】 

指標・目標値の達成状況等を踏まえ
た、施策の評価に基づく、事業の見
直し、新規事業の検討等を実施 

【環境白書による公表】 

分野別目標ごとの達成状況や進捗状況について、
毎年白書を作成し公表 

環境基本計画 
（指標・目標値） 

【実施計画の策定】  
環境分野における次年度の
重点方針 
 

 
 

◆ 第二次環境基本計画の進行管理 

【計画（事業）の見直し】 

継続的 

改善 
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